
登別市民プール使用料

１ 一般利用

（１） 個人使用料

（２） 個人会員使用料

（３） 法人会員使用料

備考

１ 個人使用料の表中「１回」とは、入場から退場までをいう。

２ 未就学児の使用料は無料とし、保護者（有料）の同伴を要する。

３ 障害者（身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者をいう。）の使用料は各区分の半額とし、介護者１名については無料とする。

区分 １回 回数券

（１１枚綴り）

６ヶ月定期

プールの利用 小学生 １００円 １，０００円 ３，０００円

プール及びトレー

ニングルームの利

用

中学生 １００円 １，０００円 ３，０００円

高校生 ２００円 ２，０００円 ６，０００円

一般 ５００円 ５，０００円 １５，０００円

高齢者 ３００円 ３，０００円 ９，０００円

トレーニングルー

ムの利用

中学生 高校生

高齢者

１００円 １，０００円 ３，０００円

一般 ３００円 ３，０００円 ９，０００円

区分 年間会員

プールの利用 小学生 ４，８００円

プール及びトレー

ニングルームの利

用

中学生 ４，８００円

高校生 ９，６００円

一般 ２４，０００円

高齢者 １４，４００円

トレーニングルー

ムの利用

中学生 高校生

高齢者

４，８００円

一般 １４，４００円

法人年間会員 ５０，０００円



４ 高齢者とは、６５歳以上の者をいう。

５ トレーニングルームの利用は、中学生以上とする。

６ 法人会員は、プール及びトレーニングルームを無記名で３名まで利用することがで

きる。

２ 専用利用

（１） 全館専用及び会議室

（２） コース使用料（１コース、原則として１０人以上の利用に限る。）

備考

１ 「専用利用」とは、競技会その他これに類する催しにおいて、施設の全部又は一部

を専用して利用することをいう。

２ 専用利用は、時間区分に満たない場合であっても、当該区分の使用料とする。

３ 午前及び午後又は午後及び夜間を通じて利用する場合の使用料は、それぞれの時間

区分の使用料を合算した額とする。

４ 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

５ 本市外に所在地を有する団体が専用利用する場合の使用料は、この表の各区分に定

める額に１．５を乗じ得た額とする。

利用区分

時間区分

全館専用 会議室 研修室

入場料を徴収し

ない場合

入場料を徴収す

る場合

午前（１０：００～１

３：００）

４８，０００円 ９６，０００円 １，５００円 ２，４００円

午後（１３：００～１

７：００）

６４，０００円１２８，０００円 ２，０００円 ３，２００円

夜間（１７：００～２

１：００）

６４，０００円１２８，０００円 ２，０００円 ３，２００円

全日（１０：００～２

１：００）

１６０，０００円３２０，０００円 ５，０００円 ８，０００円

コース使用料（１コース１時間当た

り）

１，０００円



６ 利用者が、この表の時間の超過又は繰上げの承認を得て利用する場合の当該超過又

は繰上げに係る使用料は、１時間（１時間に満たないときは、１時間とする。）につ

き、当該利用に係る全日の額を１０で除した額とする。

７ コース使用料は、プール個人使用料総額に加算する。

８ コースの利用時間が、１時間に満たないときは、１時間とする。


